
明石市地域総合支援センター運営協議会設置要綱  

（設置）  

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６及び

明石市地域総合支援センター条例（平成２９年条例第２１号）第１条

の規定に基づき設置する地域総合支援センター（以下「センター」と

いう。）の適正かつ公正な運営を図るため、明石市地域総合支援センタ

ー運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置する。  

（所管事務）  

第２条 運営協議会は、次に掲げる事項について調査及び協議する。  

(１) センターの設置等に関すること。 

(２) センターの運営及び評価に関すること。 

(３) 地域における多機関及び多職種のネットワーク化の推進に関す

ること。 

(４) その他センターの運営に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 運営協議会は、委員１２名以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

 (１) 学識経験者 

 (２) 保健、医療関係者  

 (３) 福祉関係者 

 (４) 介護保険施設等関係者 

(５) 介護保険被保険者等 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長の職務等） 

第５条 運営協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によっ

て定める。 

２ 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。 



２ 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のとき

は議長の決するところによる。 

（専門部会） 

第７条 運営協議会は、地域総合支援センターの設置、運営及び評価等

にかかる調査、研究及び調整を行うため、専門部会を置くことができ

る。 

２ 専門部会の委員は、運営協議会の委員、学識経験者、関係団体およ

び関係機関等に属する者の中から会長が指名するものとする。 

（意見の聴取） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意

見を聴くことができる。 

（庶務） 

第９条 運営協議会の庶務は、地域共生社会室が行う。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に

関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。 

附 則（平成１８年４月１日制定） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（召集の特例） 

２ 運営協議会は、第５条第１項の規定により会長が互選されるまでの

間、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が召集する。 

附 則（平成１９年３月１２日制定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成１９年４月１日において委員の者については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成２２年３月１９日制定） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２８日制定） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月１６日制定） 



この要綱は、平成２７年６月１６日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２７日制定） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１４日制定） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２５日制定） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月２０日制定） 

この要綱は、令和４年６月２０日から施行する。 

 


